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就職・採用活動の在り方に関する今後の検討に向けた意見のとりまとめ（概要）

就職問題懇談会（令和７年８月22日）

現
状
と
課
題

249万人 106万人 69万人
（1966） （2024） （2042）

18歳人口

社会の変
化

・学修者本位の教育への転換
・大学等での学びにより、学生一人一人の能力を高める
（「知の総和」（数×能力）の向上） 等

・世界：環境問題、市場の国際競争、AI進展 等
・国内：急速な少子化、労働供給不足 等

高等教育
の変化

・就職・採用活動の早期化・長期化
・学生の職業観、学修が不十分なまま卒業・社会へ 等就職・採

用活動
16.5％ 44.2％ 53.7％
（2016） （2023） （2024）

企業の採用選
考開始(3月以

前)

学生が学業・研究活動等に専念することが困難

目
指
す
べ
き
将
来
像

世界では高等教育の学修成果を基に就職を行うことが一般

的。よって少子化が進む我が国の国際競争力の向上には、

高等教育における一人一人のさらなる能力の向上、すなわ

ち学生の学びを重視した就職活動への転換が必須。

大学等における取組

今後の検討の方向性

就職・採用活動の在り方

 学業・学位取得に向けて学生が達成すべき能力及びその社会的価

値を社会に対して明らかにする。

 授業時間以外の学修時間も含めた体系的なカリキュラムを構築、

学生の学修時間を確保。学生が密度の濃い主体的な学修を通じて

成長し、その学修成果を適切に把握・測定。

 キャンパス課外活動※の教育的位置付けを明らかにし、学業との

バランスを図る。
※授業・実習等の科目履修以外の課外活動で大学等が認めるもの。運動部、サークル活動、

留学フェア、社会連携、就職説明会等で大学が課外活動として認めるものを指す。

 低学年次から教育課程の内外でキャリア形成支援活動を実施、学

生の職業観やキャリアオーナーシップを育む。

 学期(授業)期間中は土日を含め一切の採用選考活動（企業主導の

オープンカンパニー、キャリア教育、インターンシップ含む）を

行わない。

 学生が卒業・修了年次に入る直前の春休み以降の長期休業期間中

に採用選考活動（面接等の個々の学生と企業との双方向の活動）

を行う。

 複数回のトラック（春・夏休み）を活用して戦略的（複数の際は

採用予定枠分散・目安等の情報提供等）に行う。

 企業は、大学等における学生の学修成果等を適切に評価。

 現状の就職・採用活動の早期化・長期化の問題に対して強い危機感、学生の学びを尊重・重視する観点から、歯止めが必要と認識。

 産学官が現状を共有した上でしっかりと連携し、より良い方向性に向けて意見交換と検討を行うことが必要。

 学生を就職活動の早期化・長期化にかき立てる現状を改善。

 学生が自身の志や人生の目標を醸成した上で就職も含めた今

後のキャリアを柔軟に選択。

 学生が学業・研究・キャンパス課外活動に没頭する時間の確

保。

 大学等での学びを通じて、学生一人一人が成長し、社会で活

躍。（我が国の産業・社会の発展に貢献）

 志や目標を高めるため、産学協同で学生を育てる正課・課外

活動を活性化。
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キャリア形成支援活動により早期から学生のキャリア観、職業観、キャリアオーナーシップを育む

卒後学部４年（短大２年、高専５年、修士２年）学部３年（短大１年、高専４年、修士１年）学部２年学部１年

4  5  6 7 8 9  10 11  12  1 2  34 5  6 7 8  9  10  11  12 1 2 3 

就職問題懇談会の意見を踏まえたイメージ（令和７年８月22日）

学
事
日
程

学
生

企
業

※上記のほか【実習】【部活動等の課外活動】【ターム制】など、個別の大学等の状況により学事日程が異なることに留意
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例外的にキャンパス課外活動は時期によらず実施可能

【採用・選考活動の在り方】

・企業は、学生の卒業・修了前年度の春休み以降の長期休業期間（3年生春休み、4年生夏休み、4年生春休み）に採用選考活動を実施する（学期期間中は
土日を含め採用選考活動は行わない）。

・企業が独自に実施する、タイプ１（オープンカンパニー）、タイプ２（キャリア教育）、タイプ３（インターンシップ）は、長期休業期間中に実施する。

【学生・大学等が取り組むこと】

・学生は学期（授業）期間中は学業に専念する。

・大学等は学修を通じて育成しようとする人材像（資質・能力等）を可視化し、学生が達成すべき能力及びその社会的価値を社会に対して明らかにする。

・大学等は学生に対して低学年次から企業等と連携したキャリア形成支援活動を実施。

キャリア観、職業観、キャリアオーナーシップの涵養

募集募集

例外的に以下の活動は学期期間中も可能
・エントリーシート提出
・適性検査の受検
・（企業からの）面接日程通知
・インターンシップ準備

・企業は面接等の学生と双方向のやりとりを伴う活動は長期休業期間のみに実施
・企業は各トラックでの採用選考実施の有無や採用予定枠を設定

・企業は各トラックでの選考ごとに内定を出す
・学生は内定を１つまで保持した状態で次トラックの採用選考活動に参加可能

タ
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２
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ン
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タイプ１・２：企業と⼤学等が連携したプログラム、就職情報会社や地域社会等が主体となって実施する取組（キャンパス課外活動）
タイプ３・４：インターンシップ（企業と⼤学が連携して正課の授業科⽬として実施する取組）
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令和９年度⼤学、短期⼤学及び⾼等専⾨学校卒業・修了予定者に係る就職について
（申合せ）

⼤学等向け申合せ 企業等への要請

※本⽂は⽂部科学省のHPに掲載済：https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/gakuseishien/1422040_00010.htm
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就職・採⽤活動⽇程の概要

〇 2027年度卒について、2026年度卒と同様、
・ 広報活動３⽉・採⽤選考活動６⽉・正式内定10⽉の⽇程を原則とする。
・ その上で、タイプ３のうち専⾨活⽤型（２週間以上）かつ卒業・修了年次に⼊る直前の春休み以降に実施され
るものを通じて⾼い専⾨的知識や能⼒を有すると判断された学⽣については、そのことに着⽬し、３⽉から⾏わ
れる広報活動の周知期間を短縮して、６⽉より以前のタイミングから採⽤選考プロセスに移⾏できる（プロセス
の複線化）。

〇 実施期間や情報開⽰など、⼀定の要件を満たすタイプ３のインターンシップで取得した学⽣情報は、広報活動
（３⽉以降）、採⽤選考活動（６⽉以降）に活⽤できる。（上述のプロセスの複線化の場合、情報開⽰要件や実施時
期要件などを満たす場合に限り、６⽉より前に採⽤選考活動に活⽤できる。）

〇 「オワハラ」の防⽌を徹底すること、相談窓⼝の設置など学⽣からの苦情・相談処理体制の整備や改善向上に努
めることを要請。

1 0 ⽉９ ⽉8 ⽉7 ⽉6 ⽉5 ⽉4 ⽉3 ⽉2 ⽉1 ⽉

原 則

2025年度
（2026年3⽉）以降
卒業・修了予定者等で

⼀定の要件を
満たした学⽣ ※1

卒業・修了前年次（学部３年⽣等） 卒業・修了年次（学部４年⽣等）

内 定

応 募 受 付 ・ 採 ⽤ 選 考（ → 内 々 定 ）

専⾨活⽤型ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
（⻑期休暇期間等）

2025年度（2026年3⽉）
以降卒対象

インターンシップを通じて取得した学⽣情報の活⽤が可能※2

採 ⽤ 選 考（ → 内 々 定 ）
インターンシップを通じて取得した学⽣情報の活⽤が可能※2

広 報 活 動（ → 応 募 受 付 ）

内 定

別紙参照

※1 ２週間以上のインターンシップを通じて⾼い専⾨的知識や能⼒を有すると判断された学⽣

インターンシップを通じて取得した学⽣情報の活⽤が可能
（実施期間（２週間以上のもの）や情報開⽰などの要件を満たす場合に限る。）

※2 実施期間（５⽇間以上のもの）や情報開⽰などの要件を満たす場合に限る。4



【要件】
○従来と同様、広報活動３⽉・採⽤選考活動６⽉・
正式内定10⽉の⽇程を原則

○その上で、
・卒業・修了年次直前の学⽣（学部⽣なら４年⽣直

前） で、
・春休み以降に、
・専⾨活⽤型インターンシップを通じて⾼い専⾨的

知識や能⼒を有すると判断された学⽣については、
そのことに着⽬し、３⽉から⾏われる広報活動の
周知期間を短縮して、６⽉より以前のタイミング
から採⽤選考プロセスに移⾏できる。

【別紙】2025年度（2026年3⽉）以降卒対象就職・採⽤活動⽇程のプロセスの複線化

対象となるインターンシップ
実施期間２週間以上の半分を超える⽇数の就業体

験等の要件を満たした専⾨活⽤型インターンシップ
（産学協議会基準準拠マークの記載が可能）

インターンシップ実施企業は以下の情報を開⽰
ⅰ インターンシップ情報(就業体験の内容、ﾌｨｰﾄﾞ

ﾊﾞｯｸ、実施期間等)
ⅱ 就業体験を⾏う際に学⽣に求める⼤学における学
修成果⽔準（GPA等）や専⾨的能⼒

ⅲ 参考情報として、新卒⼀括採⽤に係る採⽤計画
(採⽤⼈数等)

〇留意事項

・既卒学⽣、⽇本⼈・外国⼈留学⽣など、多様な⼈材に、同様のインターンシップ・採⽤選考の機会を
設けること。

・就業後のキャリアパスの多様化に資するため、企業等は、採⽤時に、学⽣の専⾨性・能⼒を活かすこ
とを考慮すること。

・企業等による学⽣の職業選択の⾃由を妨げる⾏為（いわゆるオワハラ※等）の防⽌を徹底するととも
に、実効性の担保のため、企業は、学⽣の相談窓⼝の設置など体制整備・改善向上に努めること。
⼤学、ハローワークにおいても、学⽣からの相談に適切に対応すること。

・産学協議会がまとめたインターンシップの要件を満たさないものは、「インターンシップ」と呼ばな
いこと。
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就職に係る各種会議について

各会議の概要

各会議の関係性

関係省庁
連絡会議

産学
協議会

就職問題
懇談会

●正式名称「就職・採⽤活動⽇程に関する関係省庁連絡会議」
●経団連の「採⽤選考に関する指針」の廃⽌⽅針、就問懇の「座⻑声明」等を踏まえ、学⽣が学

修時間を確保しながら安⼼して就職活動に取り組むことができるよう検討（その上で４省庁に
より就職・採⽤活動⽇程ルールを決定し、経済団体等の⻑宛に要請）。

●設⽴︓2018（平成30）年10⽉
●メンバー 議⻑︓内閣官房副⻑官補（内政担当）

構成員︓内閣官房内閣審議官（内閣官房副⻑官補付）
⽂科省、厚労省、経産省の局⻑級

オブザーバー︓経団連事務総⻑、就職問題懇談会座⻑

●正式名称「採⽤と⼤学教育の未来に関する産学協議会」
●経団連による「採⽤選考に関する指針」策定の取りやめ（廃⽌）⽅針を契機に、Society 5.0 ⼈

材の育成に向けて、産業界が求める⼈材像や採⽤のあり⽅、⼤学教育への期待等について
経団連と⼤学のトップが直接対話する⽬的で設置。

●設⽴︓2019（平成31）年１⽉ ※協議会での取組に⼀定の成果が得られたことから
令和6年度をもって常設の会議体としては発展的解消。

●メンバー 座 ⻑︓⽇本経済団体連合会会⻑（産業界側）、就職問題懇談会座⻑（⼤学側）
構成員︓経団連役員（副会⻑、審議員会議⻑・同副議⻑）、教育・⼤学改⾰推進

委員⻑（産業界側）、国⽴⼤学協会会⻑、⽇本私⽴⼤学団体連合会会⻑・
副会⻑、公⽴⼤学協会会⻑他（⼤学側）

これまでの経緯

●⼤学、短期⼤学、⾼等専⾨学校関係団体の代表から構成される組織で、⼤学等卒業予定者の就
職活動の在り⽅について検討・協議

●設⽴︓1953（昭和28）年１⽉
●メンバー 構成員︓⼤学、短期⼤学、⾼等専⾨学校の国公私各団体を代表する委員計17名
●事務局︓学⽣⽀援課

就職・採⽤活動⽇程
ルールの決定・要請関係省庁連絡会議産学協議会

就職問題懇談会
オブザーバー

参加共同座⻑

1953〜1996年
⼤学側と企業側による就職協定協議
会において「就職協定」が締結。
就活ルールが初めて取り決められた。

1997〜2013年 経団連は「倫理憲章」、⼤学側は
「申合せ」を相互に策定し、尊重
する形に移⾏。

2013〜2018年 経団連が「倫理憲章」に代わる
「採⽤選考に関する指針」を策定。
→2018年指針廃⽌（2019年度卒業予
定者まで指針策定済）

2018年〜 指針の廃⽌を受け、就職問題懇談会が
「座⻑声明」を政府宛に発表。
政府は「関係省庁連絡会議」を設置。
政府が経済団体等へ「要請」を発出
する形へ移⾏。

2019年 経団連は⼤学と経済界との継続的対話の
枠組みとして「産学協議会」を設置。
政府は経済団体等に2020年度卒業・修了
予定者等の就職・採⽤活動に関する要請
を発出。

【４省庁】

「就職・採⽤活動⽇
程に関する考え⽅」
をとりまとめ

経団連と⼤学のトップの直接
対話の場
※令和6年度をもって常設の

会議体としては終了

⼤学、短期⼤学、⾼等専⾨学校関係団体の
代表から構成。就職活動の在り⽅について
検討・協議
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